
第69期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

　
【事業報告】
１．主要な事業内容
２．主要な事業所
３．従業員の状況
４．会社の株式に関する事項
５．会計監査人の状況
６．業務の適正を確保するための体制
７．業務の適正を確保するための体制の運用状況
８．株式会社の支配に関する基本方針

【連結計算書類】
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表

【計算書類】
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
（2020年４月１日～2021年３月31日）

　

本内容は、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、当社ウェブサイト（https://www.keycoffee.co.jp/）に
掲載し、株主の皆様に提供させていただくものです。

キーコーヒー株式会社
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１．主要な事業内容（2021年３月31日現在）
　

事 業 区 分 事 業 内 容

コ ー ヒ ー 関 連 事 業 レギュラーコーヒーの製造販売事業

飲 食 関 連 事 業 飲食店事業及び洋菓子等の販売

そ の 他 飲料製品製造事業、オフィスサービス事業及び通販事業、運送物流事業、保
険代理店事業、コーヒー農園の経営及び輸入事業など

　
２．主要な事業所（2021年３月31日現在）
　

当 社

本 社 東京都港区
研 究 所 船橋
営 業 拠 点 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡等70か所
工 場 仙台、船橋、春日井、鳥栖
物流センター・デポ 札幌、仙台、船橋、春日井、鳥栖等11か所

株 式 会 社 イ タ リ ア ン ト マ ト 本 社 東京都品川区
株 式 会 社 ア マ ン ド 本 社 東京都港区
ニ ッ ク 食 品 株 式 会 社 本 社 千葉県船橋市

キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社
本 社 東京都港区
営 業 所 東京、名古屋、大阪

株式会社キョーエイコーポレーション 本 社 神奈川県横浜市
キ ー ア ソ シ エ イ ツ 株 式 会 社 本 社 東京都港区
ス ラ ウ ェ シ 興 産 株 式 会 社 本 社 東京都港区
honu 加 藤 珈 琲 店 株 式 会 社 本 社 愛知県名古屋市
台 湾 キ ー コ ー ヒ ー 株 式 会 社 本 社 中華民国台北市

　(注) 事業構造改革に伴う事業所の統廃合に伴い、当社の営業拠点は51か所(2021年４月１日現在)となりました。
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３．従業員の状況（2021年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況
事 業 の 内 容 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

コ ー ヒ ー 関 連 事 業 728名 ( 584名) 69名減 ( 36名減)

飲 食 関 連 事 業 94名 ( 794名) 12名減 ( 159名減)

そ の 他 240名 ( 140名) 1名減 ( 17名増)

全 社 （共 通） 16名 ( 6名) 4名減 ( 1名減)

計 1,078名 ( 1,524名) 86名減 ( 179名減)
　

（注）１．従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託従業員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載して
おります。

２．「全社（共通）」は、管理部門に係る従業員数であります。

② 当社の従業員の状況
　

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
744名 73名減 43.9歳 20.1年

　（注）従業員数の減少は主に希望退職者の退職によるものです。
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４．会社の株式に関する事項（2021年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 70,000,000株
（2）発行済株式の総数 22,689,000株
（3）株 主 数 41,383名
（4）大 株 主（上位10名）

　
　

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
博 友 興 産 有 限 会 社 2,270,000株 10.47%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,226,000株 5.65%

キ ー コ ー ヒ ー 取 引 先 持 株 会 648,500株 2.99%

柴 田 裕 468,900株 2.16%

三 井 物 産 株 式 会 社 387,700株 1.78%

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 304,000株 1.40%

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口 ５） 301,600株 1.39%

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 286,600株 1.32%

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 E 口） 274,700株 1.26%

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口 ６） 268,200株 1.23%
　

（注）１．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
２．当社は自己株式1,009,256株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。自己株式
には、株式給付信託（BBT）制度導入において設定した、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）
所有の当社株式274,700株を含んでおりません。

３. 資産管理サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日付で日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社及びJTCホールディングス株式会社と合併し、商号を株式会社日本カストディ銀行に変更して
おります。
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５．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称
　有限責任監査法人トーマツ

　
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　

支 払 額

① 当社が支払うべき公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等
の額 40百万円

② 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上
の利益の合計額 43百万円

　

（注）１．監査等委員会は、会計監査人の監査計画及び会計監査に係る職務の執行状況から見積もられた報酬
額の算出方法を確認した結果、当期の会計監査人の報酬等は相当であると認められることから、当
期に係る会計監査人の報酬等について、会社法第399条第１項及び第３項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できませんので、「公認会計士法第
２条第１項の監査業務の報酬」には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を含めております。

（3）非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務(非監査業務)
である、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討
に関する助言・指導業務を委託し、対価を支払っております。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社は、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合等著しく信頼
を失墜する行為があったと判断した場合、監査等委員会の決議により、会計監査人の解任ま
たは不再任を株主総会の会議の目的とすることと致します。会計監査人が会社法第340条第
１項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員の全員の
同意により会計監査人を解任致します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、
解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由の報告を致
します。
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６．業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」につい

て、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりです。
（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、全ての役員、使用人が、法令、定款及び社会規範を遵守して行動すること
を徹底するため、「企業理念」、「行動規範」をカード化し全役員、使用人が常時携
帯するとともに、適宜社員教育、啓蒙等を行い、かつ誓約書を提出させます。
　また、使用人には、「就業規則」、「短期契約社員就業規則」等を定めており、内
部監査部門は各種法令や社内規程に違反する行為、あるいはその恐れがないかどう
かを監査します。この監査結果は定期的に取締役に報告されるものとします。

② 当社内部監査部門は子会社各社のコンプライアンス体制、リスク管理体制並びに業
務処理に係る内部監査を実施し、その結果を当社の取締役、監査等委員会、及び各
社のトップに報告します。

③ 当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力に対
しては、警察等関連機関とも連携し毅然とした姿勢で組織的に対応します。
以上のコンプライアンス体制を構築しており、これを的確に運用しコンプライアン

シーを維持します。
（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、取締役会、業務執行会議など重要会議の議事録、稟議書、各種契約書、そ
の他業務執行に係る重要事項を文書または電磁的媒体（以下「文書等」という。）に記
録し、「文書管理規程」に基づき適正に保存、保管します。取締役は、これらの文書等
を常時閲覧できるものとします。「文書管理規程」の改廃については、業務執行会議の
承認を要するものとします。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、損失の危機を継続的にコントロールするため、「リスク管理規程」を制定
するとともに、「内部通報規程」、「内部情報管理および内部者取引規制に関する規
程」、「災害に対する対応措置」、品質保証面での「苦情対応実施要領」、電算機トラ
ブル発生時の「非常時対応ガイドライン」等を定めるとともに、リスク担当取締役
を選定します。また、当社グループ全体のリスク管理体制を統括的に管理します。

② 当社は、発生したリスクに総合的に対応する組織としてリスク担当取締役をチーム
リーダーとするクライシスコントロールプロジェクトチームを設置しており、この
体制の下、とくに全社の事業活動に重大な影響をおよぼすリスクが発生したとき
は、「リスク管理規程」に基づき速やかにクライシスコントロールプロジェクトチ
ームを召集するとともに、非常事態と判断されるリスクに対しては、代表取締役を
本部長とする対策本部を設置し当社グループの損害等の極小化を図ります。

2021年05月26日 19時49分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 6 ―

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、取締役会及び業務執行会議を定期的に開催します。取締役会は、取締役並
びに社員が共有する全社的な経営計画を定め、業務執行取締役は、この経営計画を達
成するための各部門の具体的な方針及び目標、施策を盛り込んだ方針実行計画を策定
し、業務執行状況を定期的かつ適宜取締役会及び業務執行会議に報告するとともに、
定期的に実行計画に対する結果と対策をとりまとめ、代表取締役に報告します。
　社内の意思決定は、「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、責任
と権限の範囲を明確にしたうえで委譲し、迅速に決裁することを継続します。
　各部門の業務内容は「職務分掌規程」にて明確化しており、内部監査部門は、各々
の業務が社内規程等に照らして正しく処理され効率よく行われているかの監査を継続
実施し、結果を代表取締役に報告します。

（5）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 子会社各社における内部統制システムに関しては、子会社各社において必要な規程
の整備を進めるとともに、当社は各社の主体性を重んじつつ、内部統制に関する協
議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築します。

② 子会社各社の主要事項の管理については「関係会社管理規程」で案件別に管理基準
を定めており、これに基づき承認、協議若しくは報告を求めます。各社の業績、及
び取締役等の職務の執行にかかる事項については、毎月報告される体制ができてお
り、これを経営企画部がとりまとめ、取締役会並びに業務執行会議に報告します。

③ 当社は、各社トップと当社の取締役が出席する「ＫＧ会議」を原則として毎月開催
し、グループ各社の課題と重要事項に関する討議を行い、グループ総合力の強化を
図ります。

（6）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
① 当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求め
た場合、代表取締役は内部監査部門を中心に人選を行い、その任に当てるものとし
ます。

② 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、監査等委員会の指揮命令に
従い、指示を実行するものとします。

③ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命、異動、懲戒等に関する事項は、監
査等委員会の同意を得たうえで、代表取締役が決定します。当該使用人の人事考課
に関しては監査等委員会の意見を聞くこととします。
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（7）監査等委員会への報告に関する体制
① 当社の取締役または使用人は、監査等委員会に対して、法定事項に加え、当社並び
に当社グループに重大な影響をおよぼす事項、定期的に点検を実施しているリスク
の顕在化及び対応状況、内部監査の実施状況、コンプライアンスコールの通報状況
及びその内容を速やかに口頭、書面若しくは電磁的媒体により報告します。

② 当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、前項同様の法定事項に加え、当社並
びに当社グループに重大な影響をおよぼす事項などを当該子会社の担当部署に報告
し、当該担当部署はその内容をとりまとめて、当社経営企画部を経由して監査等委
員会に口頭、書面若しくは電磁的媒体により報告します。

（8）監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制
　法令や社内規程に照らして疑義のある行為等については、使用人が直接情報提供
（通報）を行う手段としてコンプライアンスコールを設置、運営するとともに、通報者
の保護に関しては「内部通報規程」で通報者に不利益が生じないような対策を講じま
す。

（9）監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査等委員の職務の執行について生ずる費用については、独立した予算を策定し監
査費用を支出できるものとします。

（10）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員会は代表取締役との意見交換を密にし、また会計監査人及び内部監査部
門との連携を図り、効果的な監査業務を遂行できる体制を整備します。

（11）財務報告の信頼性を確保するための体制
　財務報告の信頼性及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な
提出のため、「内部統制規程」を定め、代表取締役社長の指示の下、内部統制システム
を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うと
ともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保します。
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７．業務の適正を確保するための体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制その他会社の業務の適正を確保
するための運用状況の概要は以下のとおりです。

（1）内部統制システム全般について
当社及び当社グループ全社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査
部門がモニタリングし、改善を進めております。

（2）監査等委員会の運用状況について
監査等委員は、取締役会、業務執行会議等の重要な会議への出席等を通じ、取締役及び
執行役員等から業務執行の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監
督を行っております。

（3）内部監査について
内部監査部門が作成した内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ各社の内部監査
を実施しております。内部監査部門は、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告し
ております。

2021年05月26日 19時49分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 9 ―

８．株式会社の支配に関する基本方針

　当社は、2008年４月23日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を
支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」といいます。）を定めるとともに、
基本方針の実現に資する特別な取組みを行っており、その内容は以下の①及び②のとおりと
なります。
　また、当社は、2008年６月24日開催の当社定時株主総会において、この基本方針に照ら
して不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため
の取組みとして、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラ
ン」といいます。）を承認いただき継続しておりますが、2019年６月25日開催の定時株主
総会において本プランを継続することが承認されています。本プランの詳細につきまして
は、以下の③をご参照ください。

① 当社の財務及び事業の方針を決定する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社及び当社グループの企業価値（以下、単に「当社の企業価値」といいま

す。）、ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていくことを究極の目的としているた
め、当社株式の大規模買付けや支配権の移転を伴う買収提案（以下「買収提案」といいま
す。）を行う者（以下「買収提案者」といいます。）のうち、その目的から見て当社の企業価
値の向上や株主共同の利益の確保・向上に対し明白な侵害をもたらす者は、当社の財務及び
事業の方針を決定する者としては、不適切であると考えております。
　また、買収提案が、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に寄与するも
のであれば、当社は、一概にこれを否定するものではないものの、当該買収提案に関して、
株主の皆様に対し必要かつ十分な情報提供が行われない場合や検討のための十分な時間が与
えられない場合には、当該買収提案が当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向
上に資するかどうかについての株主の皆様の適切な判断を妨げる結果となります。そのた
め、当社は、買収提案者のうち、株主の皆様に対し、必要かつ十分な情報や検討時間等を与
えない者についても、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するもの
ではなく、買収提案者としては不適切であると考えております。
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② 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社の企業価値の源泉は、「コーヒーを究める」、「お客様、株主、社員の満足度向上と社
会との共生」との企業理念、経営方針の下、1920年の創業以来、品質の高いコーヒーをお
客様にご提供し、さらに当社に課された社会的責任も全うすることで培ってきた「キーコー
ヒーブランド」にあると考えております。このキーコーヒーのブランド力は、お客様の当社
に対する長年の信頼と期待を基礎とし、現在の当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の
源泉であり、当社に対し安定的な収益をもたらすだけではなく、積極的な事業活動の展開を
可能にするとともに、他方で社会的責任を果たすべく行動する規律、すなわち当社事業の原
動力・推進力であるとともに、当社の歩むべき方向を定める道標であり、当社の価値を生み
出す源そのものであります。より一層の企業価値の確保・向上を目指すべく、以下のような
取り組みを行なっております。

（a）コーヒーへのこだわり
　当社は、海外からより品質の高いコーヒー豆を適正な価格で安定的に確保できる体制作り
に注力するとともに、当社自身も、海外においてコーヒー農園を直営するなど、理想のコー
ヒー作りを追求するなどし、もって、キーコーヒーのブランド力の向上を図っております。

（b）生産設備の整備
　当社は、2001年以降、全国４箇所に存在する当社工場のリノベーションに取組み、現在
では、全ての工場で、高度の衛生管理機能の整った生産及び物流体制が構築されており、こ
のような生産設備を最大限に活かし、キーコーヒーブランドの存在価値を高めて参ります。
なお、この当社４工場は、グローバルな食品安全認証システムである「ＦＳＳＣ２２００
０」の認証を受けております。

（c）市場の開拓
　当社は、お客様のニーズに応じたコーヒー商品を提供することや、コーヒー市場の裾野拡
大に向けた取組みを行う等により、キーコーヒーブランドに対する期待と信頼に応え、キー
コーヒーブランドをより確固たる存在にしていきたいと考えております。

（d）研究開発
　当社は営業活動と密接に関連した開発研究所を設置し、コーヒーの基礎研究を行うととも
に、新商品の開発、新技術の発明を目指しており、これにより、キーコーヒーブランドのさ
らなる発展を企図しています。

2021年05月26日 19時49分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 11 ―

（e）ＣＳＲ活動
当社は、例えば、生産地の社会福祉に貢献し環境にもやさしいレインフォレストアライア

ンス認証コーヒーを100％使用した商品を開発するなど、ＣＳＲ活動を通じて、求められる
社会的責任を全うし、キーコーヒーブランドのさらなる発展を目指しております。また、当
社が地域社会の人々と共に発展することを目指して行ってきたインドネシア・スラウェシ島
におけるトラジャ事業は、ＣＳＲという言葉が市場で耳目を集める遥か以前から取組んでき
たＣＳＲ活動そのものであり、当社直営のパダマラン農園は、「レインフォレストアライア
ンス」の認証を取得するという国際的にも競争力のあるコーヒー農園となっております。さ
らに、トラジャの生産農家の栽培技術向上に資するべくコーヒーアワードを創設するなど現
地との一体化と共生を深めております。
　また、2016年には未来に向けたコーヒー産業の発展を支援する世界的な非営利の研究機
関「World Coffee Research」（本拠地：米国）の日本初のゴールドメンバーになり、同
団体が取り組む、地球温暖化による気候変動や病害虫による被害に対して高品質なコーヒー
の安定供給や生産者の経済的かつ社会的地位の向上等を目的とした「国際品種栽培試験」活
動への協力を行っております。
（f）コーポレート・ガバナンスの強化
　当社は、2015年６月24日よりコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため監査等
委員会設置会社に移行しております。また、当社は、経営判断の意思決定スピードを速める
とともに経営と業務執行を分離することで執行責任と権限を明確にするために、執行役員制
度を導入しており、月１回定例開催する取締役会や、必要に応じた臨時取締役会の開催のほ
かに、原則として週１回、経営陣である取締役、経営幹部である執行役員等で構成する業務
執行会議を開催しております。なお、４名の監査等委員である取締役のうち３名を社外から
招聘するなどしております。また、会社法の改正及びコーポレートガバナンス・コードとこ
れに関連する東京証券取引所上場規則の改正をふまえて内部統制システムの強化を図ってお
ります。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定がされることを防
止するための取組み
（イ）当社発行株式の大規模買付行為に対する対応策（買収防衛策）による取組み
（a）本プランは、当社の特定の株主及び当該株主と一定の関係にある者の株券等保有割
合・株券等所有割合の合計が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得等（以
下「大規模買付行為」といいます。）を行おうとする者（以下「大規模買付行為者」と
いいます。）を適用対象としております。
大規模買付行為者は、取締役会又は株主総会において、新株予約権の無償割当ての実
施・不実施に係る決議がなされるまでの間、大規模買付行為を実施してはならず、ま
た、買付意向表明書、独立委員会が提出を求める必要情報回答書・追加回答書の提出を
通じて、独立委員会に対し情報を提供し、独立委員会は、必要に応じて、株主の皆様に
対し、当該情報の全部又は一部を開示します。
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（b）独立性の高い社外取締役等で構成され、独立委員会規則に従い運営される独立委員会
は、上記の情報について、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資
するか否かの観点から所定の期間内に評価・検討し、独立委員会としての意見を取りま
とめます。その際、独立委員会は、必要に応じて、取締役会に対し意見等の提示を求め
ます。その上で、独立委員会は、所定の判断基準に従って、取締役会に対し、新株予約
権の無償割当ての実施若しくは不実施又は株主総会の決議を得るべき旨を勧告します。
これらの意見等の内容は、必要に応じて、株主の皆様にも適時適切に開示されます。

（c）取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、所定の要件に従って新株予約権の無
償割当ての実施・不実施に係る決議を行うか、又は株主総会にその実施・不実施に係る
議案を付議します。なお、新株予約権の無償割当ての実施に係る勧告がなされるのは、
大規模買付行為が、（ⅰ）いわゆるグリーンメーラーであったり、当社の焦土化を意図
している場合等で、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に対する明
白な侵害をもたらすおそれがある場合、（ⅱ）強圧的二段階買付け等に当たる場合、
（ⅲ）その条件が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当である場合等に該当し、か
つ、新株予約権の無償割当てを実施することが相当と認められる場合に限られます。

（d）取締役会又は株主総会によって、新株予約権の無償割当ての実施が決議された場合、
当社は、大規模買付行為者による権利行使は認められないとの行使条件等が付された新
株予約権を、当社を除くすべての株主に対して、無償割当ての方法により、その保有す
る当社普通株式１株につき新株予約権１個を上限として当該決議において別途定める割
合で割当てます。ただし、新株予約権の無償割当てが実施された後であっても、当社独
立委員会の勧告に従い、当該新株予約権の無償割当ての中止又はその無償取得を行うこ
とがあります。

（e）本プランは、株主総会又は取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われな
い限り、2019年６月25日開催の第67期定時株主総会終了後２年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結時までを有効期間とします。

（ロ）上記③（イ）の取組みに対する取締役会の判断及びその理由
（a）本プランが本基本方針に沿うものであること
　 本プランにおいては、大規模買付行為者に対し、大規模買付行為に関する必要かつ十
分な情報を事前に提供すること及び取締役会又は株主総会において本プランの発動・不
発動に係る決議がなされた後に大規模買付行為を開始することを求め、本プランの手続
を遵守しない買収提案、必要かつ十分な情報と時間を提供しない買収提案、さらに、当
社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から問題のある買収提案に
対して、取締役会が、新株予約権の無償割当てを実施することがあるとするものです。
　このように、本プランは、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に
資さない大規模買付行為に対し、対抗措置を講じるものですので、取締役会としては、
本基本方針の考え方に沿うと考えております。
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（b）本プランが当社株主の共同の利益を損なうものでないこと
　本プランは、大規模買付行為に際して、株主の皆様に必要かつ十分な情報と検討時間
を確保することを可能にする手続きを定めたものであり、この趣旨に反する大規模買付
行為者に対し、対抗措置を講じることを定めています。
　また、本プランは、株主の皆様の株主総会におけるご承認を条件に導入・継続される
だけでなく、株主の皆様の意思により有効期間中でも廃止できることとされています。
　これらの設計は、いずれも、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上
を図ることを念頭に置いたものですので、当社取締役会としては、本プランが当社株主
の共同の利益を損なうものでないことは明らかであると考えています。

（c）本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものでないこと
　本プランは、大規模買付行為について、必ず取締役会からの独立性が担保された独立
委員会の評価・検討を経ることとされ、取締役会は、独立委員会から出される勧告を最
大限尊重する必要があるとされているほか、独立委員会から対抗措置を実施すべき旨の
勧告がなされた場合であっても、取締役会が、当社の企業価値、ひいては株主共同の利
益の確保・向上の観点から適切であると判断する場合には、株主総会を招集し、新株予
約権の無償割当ての実施・不実施に係る議案を付議できるとされている点に特徴があり
ますが、独立委員会が新株予約権の無償割当ての不実施を勧告している場合にまで、取
締役会に株主総会に対するかような議案の付議を認めているものではなく、当社取締役
会が、当社独立委員会の勧告を無視し、株主総会を利用して新株予約権の無償割当てを
実施するといった恣意的な行為ができないように設計されております。
　また、その他にも、新株予約権の無償割当てを実施するにあたっては、所定の合理的
かつ詳細な客観的要件が充足される必要があること、有効期間を短期間に限定し、有効
期間中であっても、株主の皆様の意思により廃止することが可能になっていることとい
った特徴があり、本プランの採否及び内容において、取締役会の恣意的な判断が極力排
除されるように設計されております。
　そのため、取締役会としては、本プランが当社役員の地位の維持を目的とするもので
はないことは明らかであると考えています。
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連結株主資本等変動計算書

（2020
2021

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
　

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 4,628 5,104 29,191 △2,556 36,367
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △238 △238

親会社株主に帰属する当期純損失(△) △4,084 △4,084

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 ― ― △4,322 △0 △4,322
当 期 末 残 高 4,628 5,104 24,868 △2,556 32,045
　

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価
差 額 金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 260 △2,736 △15 △316 △2,808 279 33,838
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △238
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △4,084
自 己 株 式 の 取 得 △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 129 ― △8 315 436 △25 411
当 期 変 動 額 合 計 129 ― △8 315 436 △25 △3,911
当 期 末 残 高 389 △2,736 △23 △1 △2,372 253 29,926

　

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類作成のための基本となる事項に関する注記等

（1）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数 14社
② 連結子会社の名称
　株式会社イタリアントマト
　ITALIAN TOMATO ASEAN Sole Co.,Ltd.
　株式会社アマンド
　ニック食品株式会社
　キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社
　株式会社キョーエイコーポレーション
　キーアソシエイツ株式会社
　スラウェシ興産株式会社
　P.T. TOARCO JAYA
　honu加藤珈琲店株式会社
　有限会社オーギュスト
株式会社珈友倶楽部
　台湾キーコーヒー株式会社
　巨洲株式会社

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した関連会社の数 ３社
② 持分法を適用した関連会社の名称
　沖縄キーコーヒー株式会社
　株式会社銀座ルノアール
ITALIAN TOMATO LAO Co.,Ltd.

（3）連結子会社の事業年度に関する事項
連結子会社の決算日が、連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会 社 名 期末決算日
株式会社イタリアントマト ２月末日
ITALIAN TOMATO ASEAN Sole Co.,Ltd. 12月末日
株式会社アマンド ２月末日
P.T. TOARCO JAYA 12月末日
honu加藤珈琲店株式会社 ２月末日
台湾キーコーヒー株式会社 12月末日
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巨洲株式会社 12月末日
連結子会社の期末決算日現在の財務諸表を使用しております。
なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整をしております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
　有価証券の評価基準及び評価方法
　 その他有価証券
　 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

　 時価のないもの
移動平均法による原価法

　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　 製品、原材料及び仕掛品
　 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）
　 商品、貯蔵品
　最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建物及び構築物 ８～50年
　機械装置及び運搬具 ４～10年

無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　自社利用のソフトウェア ５年

リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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③ 重要な引当金の計上基準
　貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の
特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌連結会計年度支給見込額のうち当連結会計年度の負
担に属する部分を計上しております。

株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく取締役及び執行役員への当社株式の給付等に備えるため、当連結会計
年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。

　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生年度から費用処理しており
ます。
　過去勤務費用は、発生年度に全額費用処理しております。

⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として
処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における
為替換算調整勘定に含めております。

⑥ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で均等償却を行
っております。主な償却期間は７～20年であります。

⑦ その他連結計算書類作成のための重要な事項
　消費税等の処理方法
　 税抜方式を採用しております。
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(5）表示方法の変更

（会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当連結会計年度
に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。

(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、営業外収益のうち主要な費目として掲記しておりました「受取家賃」は、より
実態に即した明瞭な表示とするため、当連結会計年度より「不動産賃貸料」へ科目名称を変更しておりま
す。

（6）会計上の見積りに関する注記

① 繰延税金資産の回収可能性
イ．連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 165百万円
繰延税金負債 142百万円

ロ．見積りの内容について連結計算書類の利用者の理解に資するその他の情報
　連結計算書類に計上されている繰延税金資産と繰延税金負債は、同一納税主体の繰延税金資産と
繰延税金負債を相殺して表示している額であり、相殺前の繰延税金資産の内訳には当社の税務上の
繰越欠損金に係る繰延税金資産90百万円が含まれております。当該税務上の繰越欠損金については、
将来の課税所得（税務上の繰越欠損金控除前）の見積額に基づき、税務上の繰越欠損金の控除見込
年度及び控除見込額のスケジューリングを行い、回収が見込まれる金額を算定しています。
　回収が見込まれる金額の算定において、控除見込額のスケジューリングは１年を見積可能期間と
し、以下の仮定を置いて当社の翌連結会計年度の課税所得を見積っております。
　・ 新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は当面続くとの想定により、当社が営んでいる

コーヒー関連事業の需要が感染症の拡大前の水準まで回復するのは、2024年3月期末までの期
間を要すること。

　・ コーヒー関連事業における業務用市場及び原料用市場の売上は、2024年3月期にかけて需要
が段階的に回復すること。

　・ コーヒー関連事業における家庭用市場の売上は、巣ごもり需要により順調に伸張すること。
　・ 当連結会計年度における当社構造改革によりコストの圧縮効果が現れること。
　これらの見積りに用いた仮定が、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大やコストの圧縮効果が
実現せず、将来の課税所得の見積について見直しが必要になった場合、翌連結会計年度において、
回収が見込まれない税務上の繰越欠損金にかかる繰延税金資産が減少し、繰延税金負債の金額が増
加する可能性があります。
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② コーヒー関連事業に係る固定資産の減損
イ．連結計算書類に計上した主な固定資産の金額

建物及び構築物 3,109百万円
機械装置及び運搬具 1,060百万円
土地 4,346百万円

ロ．見積りの内容について連結計算書類の利用者の理解に資するその他の情報
当社では、コーヒー関連事業を営むために、主に工場生産設備や営業拠点等の事業用資産を保有

しております。
当連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により業績が悪化し、一

部の資産グループに減損の兆候を識別しておりますが、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額
を上回るため、減損損失を計上しておりません。
この割引前将来キャッシュ・フローの見積りに関して用いた仮定は、上記「①繰延税金資産の回
収可能性」に記載のとおりです。
これらの見積りに用いた仮定が、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大やコストの圧縮効果が
実現せず、将来キャッシュ・フローの見積りについて見直しが必要になった場合、翌連結会計年度
において、減損損失を認識する可能性があります。

③ 飲食関連事業に係る固定資産の減損

イ．連結計算書類に計上した主な固定資産の金額
建物及び構築物 410百万円
機械装置及び運搬具 33百万円

ロ．見積りの内容について連結計算書類の利用者の理解に資するその他の情報
　連結子会社では、飲食関連事業を営むために、主に工場生産設備や店舗の事業資産を保有してお
ります。
　この飲食関連事業の資産グループについては、「３．連結損益計算書に関する注記（１）減損損失
の内訳」に記載しているとおり、当連結会計年度において減損損失197百万円を計上しています。
使用価値を回収可能価額として減損損失を認識しており、使用価値の算定にあたり、以下の仮定を
置いて将来キャッシュ・フローを見積っております。
・新型コロナウイルス感染症拡大による影響は当面続くとの想定により、飲食関連事業の需要が感
染症の拡大前の水準まで回復するのは、2024年3月期末までの期間を要すること。
・飲食事業における売上は、2024年3月期にかけて需要が段階的に回復すること。
・当連結会計年度における店舗運営の改善による効果が現れること。
　これらの見積りに用いた仮定が、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大や店舗運営の改善効果
が実現せず、将来キャッシュ・フローの見積りについて見直しが必要になった場合、翌連結会計年
度において、追加の減損損失を認識する可能性があります。
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（7）追加情報

　取締役等に対する株式給付信託(BBT)の導入
当社は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇のメリット

のみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、取締役（監査等委員である取締役を除
きます。）及び取締役を兼務しない執行役員に関しては、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献
する意識を高めることを目的とし、また、監査等委員である取締役に関しては、当社の経営の健全性と社
会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的として、取締役等に対す
る株式報酬制度「株式給付信託（BBT(=Board Benefit Trust））」（以下「本制度といいます。」）を導入
しております。

　 当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関す
る実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年３月26日）に準じております。
(a) 取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信
託を「本信託」といいます。）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程
（ただし、監査等委員である取締役に関する部分の制定及び改廃については、監査等委員である取締役
の協議による同意を得るものといたします。）に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額
相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。な
お、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
(b）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部
に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末 588
百万円、274,700株であります。

２．連結貸借対照表に関する注記
(1） 有形固定資産の減価償却累計額 24,598百万円

（2）「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の
一部を改正する法律」（2001年３月31日改正）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額に
ついては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、
これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
　再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める「地
価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長
官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法」を採用しておりま
す。
再評価を行った年月日 2002年３月31日
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３．連結損益計算書に関する注記

　 (1) 減損損失の内訳

事 業 区 分 主 な 地 域 ・ 用 途 種 類 減損金額
飲 食 関 連 事 業 宮城県、東京都、神奈川県、宮崎県等の飲食店舗 建物及び構築物等 197百万円

(2) 構造改革費用
　当社グループは、当社の業務用市場における営業利益の確保に向けた今後の事業展開を踏まえ、現在
の営業網を維持しながら合理的かつ効率的な組織体制の再構築を図るために構造改革を行っており、そ
れらの施策として発生した費用を構造改革費用として計上しております。構造改革費用は主に希望退職
者の募集に伴う割増退職金508百万円等であります。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

（1）発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
株 式 数 （株）

当 連 結 会 計 年 度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株 式 数 （株）

普 通 株 式 22,689,000 ― ― 22,689,000
　

（2）自己株式の数に関する事項
　

株式の種類 当連結会計年度期首
株 式 数 （株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株 式 数 （株）

普 通 株 式 1,283,936 20 ― 1,283,956

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加20株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．当連結会計年度末の普通株式の自己株式の株式数には、「株式給付信託（BBT）」において信託
口が保有する当社株式274,700株が含まれております。
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（3）剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

2020年６月23日開催の第68期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配 当 金 総 額 238百万円
・１株当たり配当額 11円（創業100周年記念配当２円含む）
・基 準 日 2020年３月31日
・効 力 発 生 日 2020年６月24日
注）配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当金３百万円が

含まれております。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
　 2021年６月22日開催予定の第69期定時株主総会において次のとおり付議致します。

・配 当 金 総 額 108百万円
・１株当たり配当額 5円
・配 当 の 原 資 利益剰余金
・基 準 日 2021年３月31日
・効 力 発 生 日 2021年６月23日
注）配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当金１百万円が

含まれております。
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５．金融商品に関する注記

（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組み方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主とし
て内部留保による方針であります。また、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、デリバテ
ィブは利用しておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関して
は、当社グループの債権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な
取引先の信用状況を１年ごとに把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク
に晒されております。
　また取引先企業に対し長期貸付けを行っております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。
　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則として５年以
内）は主に設備投資に係る資金調達であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、債権管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、各営業部門の該当部署が取引先
の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪
化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社においても、当社の債権管理規
程に準じて、同様の管理を行っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企
業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰り計画を作成・更新することにより、流
動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項

　2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（（注２）
参照）

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額 時価 差額

① 現金及び預金 5,756 5,756 ─

② 受取手形及び売掛金 11,075

　 貸倒引当金（※１） △71

11,004 11,004 ─

③ 投資有価証券（※２） 2,322 3,030 708

④ 長期貸付金 48

　 貸倒引当金（※１） △38

9 10 1

⑤ 差入保証金 889 886 △2

資 産 計 19,983 20,689 706

① 支払手形及び買掛金 6,611 6,611 ─
② 短期借入金 149 149 ─
③ 未払金 2,891 2,891 ─

④ 未払法人税等 280 280 ─

⑤ 長期借入金 38 37 △0

負 債 計 9,970 9,969 △0

（※１）受取手形及び売掛金、長期貸付金に計上している貸倒引当金を控除しております。
（※２）差額欄の金額は、上場持分法適用会社に係る差額であります。
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

① 現金及び預金、② 受取手形及び売掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。

③ 投資有価証券
　これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機
関から提示された価格によっております。

④ 長期貸付金、⑤ 差入保証金
　長期貸付金並びに差入保証金については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指
標で割り引いた現在価値から信用リスクを適切に考慮した貸倒見積額を差し引く方法により算定して
おります。

負 債

① 支払手形及び買掛金、 ② 短期借入金、 ③ 未払金、 ④ 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。

⑤ 長期借入金
　これらは、元利金の合計額を同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算出す
る方法によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 231

関連会社株式（非上場株式） 139

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「③
投資有価証券」には含めておりません。

６．１株当たり情報に関する注記
（1） １株当たり純資産額 1,386円27銭
（2） １株当たり当期純損失(△) △190円80銭

７．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

（2020
2021

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
　

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 その他
資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 4,628 5,049 52 5,101
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 損 失 ( △ )
自 己 株 式 の 取 得
圧縮記帳積立金の取崩
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ―
当 期 末 残 高 4,628 5,049 52 5,101
　

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金
合 計圧縮記帳

積 立 金 別途積立金 繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 609 118 25,500 1,293 27,521
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △238 △238
当 期 純 損 失 ( △ ) △3,307 △3,307
自 己 株 式 の 取 得
圧縮記帳積立金の取崩 △3 3 ―
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 ― △3 ― △3,542 △3,545
当 期 末 残 高 609 115 25,500 △2,249 23,975
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（単位：百万円）
　

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産
合 計自 己 株 式 株主資本

合 計
その他有価証券
評価差額金

土 地 再 評
価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △2,556 34,695 268 △2,736 △2,468 32,227
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △238 △238
当 期 純 損 失 ( △ ) △3,307 △3,307
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0
圧縮記帳積立金の取崩 ― ―
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 115 115 115
当 期 変 動 額 合 計 △0 △3,545 115 ― 115 △3,430
当 期 末 残 高 △2,556 31,149 384 △2,736 △2,352 28,796

　

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法
② その他有価証券
　 時価のあるもの

事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価 は移動平均法により算定）

　 時価のないもの
移動平均法による原価法

（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法
① 製品、原材料及び仕掛品

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
② 商品、貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

（3）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降
に取得した建物附属設備及び構築物については定額法。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 15～50年
機械及び装置 10年
器具備品 ２～６年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
　自社利用のソフトウェアについては定額法を採用しており、償却年数は５年であります。

③ リ ー ス 資 産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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④ 長 期 前 払 費 用
均等償却

（4）引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特
定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 関係会社貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特
定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

③ 賞 与 引 当 金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち当事業年度の負担に属する
部分を計上しております。

④ 株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく取締役及び執行役員への当社株式の給付等に備えるため、当事業年度末
における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

⑤ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

　退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
　退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生年度から費用処理しております。
　過去勤務費用は、発生年度に全額費用処理しております。
未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。

（5）消費税等の処理方法
　税抜方式を採用しております。
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２. 表示方法の変更

（会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度に係る
計算書類から適用し、計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。

(貸借対照表関係)
　前事業年度において、流動資産の「貸倒引当金」に含めていた関係会社に関する貸倒引当金は、金額的重
要性が増したため、当事業年度より固定資産の「関係会社貸倒引当金」として区分掲記することといたしま
した。

(損益計算書関係)
　前事業年度において、営業外収益のうち主要な費目として掲記しておりました「受取家賃」は、より実態
に即した明瞭な表示とするため、当事業年度より「不動産賃貸料」へ科目名称を変更しております。

３. 会計上の見積りに関する注記

(1) 繰延税金資産の回収可能性
① 計算書類に計上した金額

　 繰延税金負債 ２百万円
　 繰延税金資産の資産計上はありません。

② 見積りの内容について計算書類の利用者の理解に資するその他の情報
　「８．税効果会計に関する注記」に記載しているとおり、繰延税金負債の金額が繰延税金資産の金
額を上回るため、計算書類に計上されている繰延税金資産はありません。繰延税金負債と相殺する前
の繰延税金資産の内訳には税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産90百万円が含まれております。当
該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得（税務上の繰越欠損金控除前）の見積額に基づき、
税務上の繰越欠損金の控除見込年度及び控除見込額のスケジューリングを行い、回収が見込まれる金
額を算定しています。
　回収が見込まれる金額の算定に関して用いた仮定は、連結注記表「１．(6)会計上の見積りに関する
注記 ①繰延税金資産の回収可能性」に記載のとおりです。
　これらの見積りに用いた仮定が、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大やコストの圧縮効果が実
現せず、将来の課税所得の見積について見直しが必要になった場合、翌事業年度において、回収が見
込まれない税務上の繰越欠損金にかかる繰延税金資産が減少し、繰延税金負債の金額が増加する可能
性があります。
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(2) 固定資産の減損
① 計算書類に計上した主な資産の金額
建物 3,518百万円
機械及び装置 1,048百万円
器具備品 323百万円
土地 5,830百万円

② 見積りの内容について計算書類の利用者の理解に資するその他の情報
　当社では、コーヒー関連事業を営むために、主に工場生産設備や営業拠点等の事業用資産を保有し
ております。
　当事業年度において、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により業績が悪化し、一部の資
産グループに減損の兆候を識別しておりますが、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回る
ため、減損損失を計上しておりません。
　この割引前将来キャッシュ・フローの見積りに関して用いた仮定は、連結注記表「１．(6)会計上
の見積りに関する注記 ①繰延税金資産の回収可能性」に記載のとおりです。
　これらの見積りに用いた仮定が、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大やコストの圧縮効果が実
現せず、将来キャッシュ・フローの見積りについて見直しが必要になった場合、翌事業年度におい
て、減損損失を認識する可能性があります。

４．追加情報
取締役等に対する株式給付信託(BBT)の導入

　 当社の取締役及び執行役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、「連結注記
表」(7) 追加情報に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

５．貸借対照表に関する注記

（1）関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりでありま
す。
短期金銭債権 328百万円
短期金銭債務 107百万円
長期金銭債務 580百万円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 20,417百万円

(3) 保証債務
当社の子会社である株式会社イタリアントマトの仕入債務残高178百万円に対して、連帯保証を行って
おります。
当社の子会社である台湾キーコーヒー株式会社の借入残高18百万円に対して、連帯保証を行っており
ます。
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（4）「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律
の一部を改正する法律」（2001年３月31日改正）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額
については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上
し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
　再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める「地
価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長
官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法」を採用しておりま
す。
再評価を行った年月日 2002年３月31日

（5）取締役に対する長期金銭債務 23百万円
　取締役に対する長期金銭債務は、将来の退任時に支給する退職慰労金に係る債務であります。

６．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営 業 取 引
売 上 高 1,317百万円
仕 入 高 1,056百万円
そ の 他 505百万円

営業取引以外の取引 15百万円

(2) 構造改革費用
　当社は、業務用市場における営業利益の確保に向けた今後の事業展開を踏まえ、現在の営業網を維持
しながら合理的かつ効率的な組織体制の再構築を図るために構造改革を行っており、それらの施策とし
て発生した費用を構造改革費用として計上しております。構造改革費用は主に希望退職者の募集に伴う
割増退職金508百万円等であります。

　
７．株主資本等変動計算書に関する注記

　 自己株式の数に関する事項
　

株 式 の 種 類 当事業年度期首
株 式 数 （株）

当 事 業 年 度
増加株式数（株）

当 事 業 年 度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普 通 株 式 1,283,936 20 ― 1,283,956
　

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加 20株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
　 ２．当事業年度末の普通株式の自己株式の株式数には、「株式給付信託（BBT）」において信託口が保有

する当社株式 274,700株が含まれております。
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８．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産 欠損金 580百万円
関係会社株式評価損 549百万円
関係会社貸倒引当金 350百万円
退職給付引当金 158百万円
賞与引当金 73百万円
投資有価証券評価損 69百万円
その他 203百万円
小計 1,986百万円
評価性引当額 △1,768百万円
繰延税金資産計 218百万円

繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △154百万円
圧縮記帳積立金 △51百万円
その他 △15百万円
繰延税金負債計 △220百万円

繰延税金負債の純額 △2百万円

再評価に係る
繰延税金資産

再評価に係る繰延税金資産 1,170百万円

評価性引当額 △1,170百万円
再評価に係る繰延税金資産計 ―百万円

再評価に係る
繰延税金負債

再評価に係る繰延税金負債 △478百万円

再評価に係る繰延税金負債の純額 △478百万円
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９．退職給付会計に関する注記

採用している退職給付制度の概要
　当社は、確定給付型の制度として企業年金基金制度を採用しております。

10．関連当事者との取引に関する注記

属性 会社等の名称
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社 株式会社
イタリアントマト 100

飲食店事業
及び洋菓子
等の販売

所有直接
58.63

製商品の販売
商品の仕入
資金の貸付
役員の兼務

資金の貸付
(注１、注２) 1,200 関係会社

長期貸付金 1,400

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針
１．上記関係会社貸付金に対し、当事業年度において、1,001百万円の関係会社貸倒引当金繰入額を計上し、関係会社貸
倒引当金残高は1,061百万円となっております。

２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に算定しております。
　

　
　

11．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,345円33銭
（2）１株当たり当期純損失(△) △154円50銭

12．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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